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整備者 充塡回収業者 

廃棄等実施者 充塡回収業者 

再生業者・破壊業者 

整備発注 充塡・回収の委託 

充塡・回収証明書の交付 
回収フロン 

回収フロン 

回収依頼書の交付 

引取証明書の交付 

※再生業者・破壊業者は、 
再生証明書、破壊証明書を交付 

○第一種特定製品のフロンの充塡・回収は都道府県知事の登録を受けた「第一種フロン類
充塡回収業者」が行わなければなりません。（たとえ、自社所有の機器に充塡する場合で
あっても、当該登録を受けた事業者でないと充塡することができません。） 

○フロン類の再生業・廃棄業を行う事業者は、それぞれ「第一種フロン類再生業者」、「フロ
ン類破壊業者」として、国（環境大臣及び経済産業大臣）の許可を得る必要があります。 

Ⅱ-３-３．充塡回収業者と再生・破壊業者 


